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つくり手と買い手の「これってすごい」の食い違い
有限会社 良品工房

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　　　白田 典子

　私たちは毎日、どんな気持ちで買い物をし
ているのだろう？

　あらためて考えてみると、いろんなことを
わかってないまま、買い物をしていることに
気づかされる。
　そして、つくり手が「これってすごい」と
か「自慢したい」と思っていることと、買い
手の「これってすごい」がズレているケース
に遭遇することが結構ある。
　たとえば先日行った商品選定の井戸端会議
にエントリーされたうどん。新品種の小麦を
使い、開発に時間をかけたという地元一押し
の商品だったが、この商品、パッケージの目
立つところに「多加水」という文字がばばー
んと書いてある。
　「『多加水』って何？水がいっぱい入って
いるってこと？分からないよね。添加物でも
入ってるのかと思っちゃう。」
　「自慢そうに書いてある感じだから何かが
いいんだろうけど、意味が分からないよね。」

　気になってあとで調べてみたのだが、「多
加水とは茹でる前の生の状態で、麺の水分含
有量が多い麺のこと。一般的に４０％以上が
多加水麺といわれている」とのこと。
　ある会社のホームページには、「少加水の
うどんは、小麦粉の状態から３０分もあれば
うどんになるが、多加水のうどんは、小麦粉
の粉子の一粒一粒に水が浸透するのを待ち、
生地を鍛えては休めるためうどんになるまで
１日かかる。そうすることでしっかりしたコ
シと、モチモチした粘りが出るのです」と説
明されていた。
　そこまで説明してもらえば納得できるが、
単に「多加水」と書かれただけでは、その商

品のよさが伝わらないどころか、逆に「ヘン
なものでも入ってるんじゃないの？」と誤解
してしまうことだってある。
　
　以前にもパッケージに「全糖」という文字
が入ったお漬物のことを紹介した。「全糖」
とは白ザラ１００％の砂糖だけを使用してい
るということで、漬物業界では高級品として
通る一般的な言葉なのだが、モニターさんた
ちからは、「砂糖をたくさん使ってるってい
う意味ですか？」、「すごく甘いんじゃない
かと思っちゃいました」などといった声が多
く寄せられた。
　いわゆる業界用語で、同じ商品をつくって
いる人たちや商品知識のあるバイヤーさんに
は「すごい！」と思われたとしても、私たち
買い手は、意味の分からない言葉が使われて
いる商品には、怖くて手が出せない。
買い手は想像以上に「分からない」言葉に敏
感だ。

　同じくその井戸端会議にエントリーされた
醤油のパッケージには、「地元産の大豆にこ
だわりました」と書いてあった。それを読ん
だモニターさんの意見はこのようなものだ。
「地元産の素材を使っていても『１００％』
ってきっちり書いてないと、どれくらい使っ
てるか分からなくて逆に逃げてる感じがす
る。」
　「○○産のどういう特徴のある大豆だか
ら、ほかとどこが違っているっていうのがな
いと・・・。ただ地元の素材を使っているっ
ていう商品はたくさんあるものね。」
　「○○が何県にあって、どういう場所かも
分からないから、素敵なイメージも浮かばな
い。」
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ようシャベるのがわしの良いところなんだから…」と呟いたら、会場がドッと沸いた。農業生産法人の経営者として、さらにはその組織への関わりについて自負するところは大きい。それは宇和島市吉田町一帯が全国でも最も早く農業生産法人をつくった地域の１つであるから。１９５９年に農事組合法人が生まれ、その後５～６戸単位に経営を束ねながら、最終的には１２０の法人が結成されるなど農業経営の組
織化に早くから取り組んできた。柑橘類生産のメッカであるとともに、農業経営の法人化では先達ともいうべき土地で育ってきたのであるから、「果樹分野の代表として産地の底上げを図り、さらには規模の大小はともかく、少なくとも“自分でつくったものは自分で売りたい”と願う法人経営者のお役に立ちたい」とするのが抱負だ。１０年間、総会には毎回出席してきた。「全国に通じる法人でありたいと思った」からだ。感
慨深かったのは今年の総会に赤城徳彦農相が出席してくれたこと。「草創期は農水省からの来賓といっても課長補佐さんぐらいだった。農協とは対等は言わないまでも、日本農業法人協会と法人経営それ自体の農業、農政における重みが増してきたのだろう」と感じた。信介農園へは松山からＪＲ予讃本線で１時間足らず。山間の立間駅のホームから直販所の幟が見える。栽培園地の規模は合計で５㌶弱。４カ所に分散
してはいるものの、園地はどこも本拠から半径10㌔㍍以内のところに位置している。かつての主力は早生、温州みかんであったが、現在それらが全体の生産量に占める割合は30％程度にまで落ちており、愛媛みかんの代名詞的存在だった温州みかんの作付面積はわずか５㌃ほどでしかない。それらにかわって近年伸びているのが晩柑系で、ポンカン、イヨカン、ネーブル、ハッサク、さらには甘夏みかんもつくられている。経
営の基本方針は「家族労働中心で、規模拡大よりも確実な収益性の確保」。直販所を預かる妻・千加さん（61歳）に加えて、今年から長女の夫・祥起さん（39歳）もスタッフに加わった。自動車関係のサラリーマンから転身したもので「農機をはじめとしてメカに強い」のが頼もしい限りで「農外で培ってきた社会的経験はこれからの農業経営に力となるだろう」と期待する。１９６０年代前半、東京農大に学んだ。衝撃的だったのは「君た
ちが経営を背負う次代には、経営面積をいまの倍にしなければならない」とする教授の見解。当時の毛利家のみかん園は２㌶足らずで、早速「父に報せなければ…」と葉書を書いた。現代ならば「携帯電話なんだろうが（笑）、時代が時代である」。直ぐに購入にかかったが、ちょうどみかんブームが始まろうとしていた頃だ。旧吉田町内で難しいことから、宇和島市内に求めたが、合併以前で「出作はタブー」。農業委員会も「よそ者（笑）は
入らせない」と首を縦に振らなかったが、それでも車で40分程度で通えるところならと折れ、山林３㌶ほどを入手することができた。それを自らの手で開墾。今日、信介農園における主力園地として受け継がれている。直販に乗り出したのは自宅前を国道56号線が通ることがきっかけとなった。「自分で売ろうとすれば絶えず品物を揃えておかなければならない。馴染みの客でも、『ない』と言えばそれまで。一度、他所に買いに行けば二度と戻っ
周年供給・販売体制の確立に意を砕いてきた。しかし元号が平成に変わる寸前の88年、日米オレンジ交渉が輸入自由化で決着する。多くのみかん経営は国の方針にしたがい、経営規模の縮小ないしは廃園など“園転”を選択したが、縮小しようとは思わなかった。逆に拡大を考えたほどで、それは「他人がやりづらい思うことにこそ価値がある」と信じてきたからだ。輸入自由化への対抗策として選んだのは「早生品種から晩柑系への切り替え」。ポン
カン等は味では高い評価を得ていたが、最大のネックとされたのは「摘みにくい」ことであった。このため生産者の多くが切り替えに躊躇したが、敢えて踏み切った。柑橘栽培でのポイントは言うまでもなく剪定と摘果である。「熱心な人になると夏場でも３回摘果するが、そんな神様・名人と呼ばれる域にまで自分が達しているとは思わない」。東京農大では“イネはイネに聞け”、“みかんは樹に聞け”と教えられた。「大事なのは熱中することであり、絶えず現
場に出ることであろう」。父も「樹は自分の子供よりも大事に育てろ」と言っていた。管理する樹の全てについて「その系図が書けるようになれば一人前」と農作業に余念ない毎日を送る。
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　地元産の大豆を使っていると書くならその
割合が何パーセントかまで知りたいし、特に
メジャーな町の名前でなければ、「どんな場
所か」、「だからそこで作られる大豆にどん
な特徴があるのか」まで語ってくれないと、
その商品にどんないいところがあるのかが、
分からない。　
　よかれと思って「地元産の材料にこだわっ
ている」と書いたけれども、それは買い手に
とっては特徴でも何でもない。書き方があい
まいなことで、一番最初の意見のように、か
えって買い手に不信感を与えてしまうことだ
ってあるのだ。

　断っておくが、買い手は何もあらさがしを
しようとしているわけではない。
　私たちはできれば楽しい気分で買い物をし
たいし、いつも「ウチのお気に入り」の商品
をなんとかして見つけたいと思っている。
　でも、買い手が「これってすごい」と思う
ポイントや、「知りたい」と思っていること
とズレている商品が多すぎると、お店にある
たくさんの商品の中からお気に入りを見つけ
出すことなんて、とてもできないと思う。

法人協会ニュース

◆海外商談会参加者募集について
　以前から、ご案内させていただいておりま
すが、当協会では、香港・台湾・シンガポー
ルにて商談会を行います。開催日が迫ってま
いりましたので、まだお申込をいただいてい
ない方で、参加をご検討中の方は当協会事務
局（担当：濱野・高須　TEL:03-5156-0365）
までご連絡ください。
　たくさんのご参加をお待ちしております。

◆「遺伝子組換え農作物に関する第2回コ
　ミュニケーション」の開催について
　農林水産省では、「GMOとどう向き合う」
をメインテーマとして、遺伝子組換え農作物
に関する情報提供を行なうとともに、明治大
学北野大教授をコーディネーターにお迎え
し、生産者・消費者・研究者・有識者で構成
されるパネリストとのパネルディスカッショ
ンを行なうこととしています。
　参加をご希望される方は、当協会高須まで
ご連絡いただくか、下記のHPからお申込を行
ってください。

○日時：平成20年1月29日13:30～16:00
○場所：東京都・大手町サンケイプラザ
○定員：400名
○参加費：無料
○詳細・申込方法：下記のHPをご覧下さい　
http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/2007
/071219.htm

◆取引先信用調査を活用下さい！　
　1月24日、読売新聞の九州地方版にて、農
業者を標的にした取り込み詐欺についての生
地が掲載されました。この記事には当協会も
一定の協力をさせていただきました。
　意欲ある農業者を狙っての詐欺行為は、断
固なくしていかなければなりません。そのた
めには、お取引前に相手のことを知っておく
必要があります。
　当協会は大手信用調査会社と契約しており
ます。会員の皆様は、無料で信用調査情報を
ご利用いただけます（調査会社に情報が無い
場合は、有償となりますが調査可能です）。
　お取引先相手の情報をFAXでお寄せ頂けれ
ば、すぐにお調べいたしますので、お気軽に
ご連絡下さい。
　○事務局FAX：03-5156-0366
　（担当：栗毛野・新井）

「第7回花き生販連携促進交流大会2008
東京」の参加者を募集
　花きの生産サイド（生産者、出荷者）と小
売等サイドが一般消費者向け販売のための連
携を促進するため、個々の参加者間の意見交
換を行う、農林水産省が主体となった交流会
です。
○日時：平成20年2月12日 10:30～17:00
○場所：農林水産省　講堂　ほか
○開催内容：
　・討論会「生販連携の強化のために」
  ・出展者等によるプレゼンテーション
○参加料：無料
○お問い合わせ先
（財）日本花普及センター TEL：03-3664-8739
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